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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

  

 当社は、株主優待制度に関して、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．株主優待取扱変更の理由 
   消費税法の改正により、平成 26 年 4 月 1 日より消費税率が 8.0％に引き上げられることに伴い、株

主様の利用価値の維持ならびに会計時の利便性に考慮し、現行の株主御優待割引券の取り扱いを変更

いたします。 

 
２．取扱変更の内容 
  ①現行の株主御優待割引券（額面 525 円券）の取り扱い 
   現行の株主御優待割引券（有効期限：平成 26 年 5 月 31 日）は、額面 525 円で発行しておりますが、

当該 525 円券につきましては、平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 5 月 31 日まで額面 540 円相当の取

り扱いにてご利用いただけます。 
  〈平成 26 年 3 月 31 日まで〉 
  税込み（消費税課税後）ご購入金額より、株主御優待割引券の額面どおり 525 円でご利用いただけま

す。 
  〈平成 26 年 4 月 1 日より平成 26 年 5 月 31 日まで〉 
  税込み（消費税課税後）ご購入金額より、株主御優待割引券の額面 525 円を 540 円に読み替えてご利

用いただけます。 
 

②次期株主御優待割引券の発行 
次期株主御優待割引券（平成 26 年 2 月 28 日（基準日）に株主名簿に記載された 1,000 株以上ご保

有で株主御優待割引券を選択された株主様に対し、平成 26 年 6 月下旬に発行）は、額面 540 円で発

行いたします。 
〈平成 26 年 6 月下旬に発行予定の次期株主御優待割引券〉 
税込み（消費税課税後）ご購入金額計より、株主御優待割引券の額面どおり 540 円でご利用いただけ

ます。 
                                                       

３．変更開始時期 
   平成 26 年 4 月 1 日（各店舗の同日の営業開始時間より） 
 
                                                           

以 上 


